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2021 年度 第 3 回 10 月 

阪大本番レベル模試 
日本史・採点基準 

◆共通の基準◆ 
１．採点基準においては加点要素を，３点のものは太字・アミカケ☐☐で，２点のものは二重線□□で，１点のものは下線□

□で，それぞれ示している。採点に際しては常に前後の文脈に留意する（◎で示した事項，< >内に示した事項に内容が

反していないかを確認する）。例外的対応などについては※で示してある。 
２．歴史用語等（太字で表示）についての誤字，漢字で記すべき語句のひらがな・カタカナ表記，漢数字を含む用語（語句）

への算用数字をもちいた表記は，それが加点要素に直接関係する場合，漢字 1文字分につき１点減点とするが，脱字，当

て字のある歴史用語等の表記は，非加点。同一語句・文字がくりかえし誤っている場合は，それぞれを減点の対象とする

のではなく，まとめて１点減点とする。加点要素とは直接関係しない箇所に誤字があった場合，減点しない。 
 

◆採点基準上の記号◆ 
１．◎   …前提条件       （例）「◎アメリカ」 

                               「a 第一次世界大戦に参戦した」 

                               →答案例「イギリスは第一次世界大戦に参戦した」 

                                       ◎の内容と整合性がないため非加点 

※◎の内容は答案上に明示されていなくても良い 

２．<    >…前提条件       （例）「a <首相の>浜口雄幸」 

                               →答案例「浜口雄幸蔵相」 

                                       <    >の内容と整合性がないため非加点 

※<    >の内容は答案上に明示されていなくても良い 

３．〔    〕…別表現       （例）「a 益田〔天草四郎〕時貞」→「益田時貞」と「天草四郎時貞」 

４．（    ）…省略可能箇所 （例）「a 遙任(国司）」          →「遙任」と「遙任国司」 
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(Ⅰ) 古代における法の整備  

◆加点要素の合計点２５点→２５点満点◆ 

◎７世紀後半 

a 天智朝で近江令が制定された ………３点以内 

b 天武朝・持統朝で飛鳥浄御原令が制定された ………３点以内 

◎８世紀 

c 文武朝で刑部親王・藤原不比等によって大宝律令が制定された ………３点以内 

d 元正朝で藤原不比等によって養老律令が制定された ………３点以内 

◎９世紀 

e 清原夏野が『令義解』を編纂した ………２点以内 

f 惟宗直本が『令集解』を編纂した ………２点以内 

◎９世紀・10世紀 

g 嵯峨朝で弘仁格式が成立した ………２点以内 

h 清和朝で貞観格式が成立した ………２点以内 

i 醍醐朝で延喜格式が成立した ………２点以内 

j 律令を補足・修正した格がまとめられた ………２点以内 

k 律令の施行細則である式がまとめられた ………１点以内 

 

(Ⅱ) 日明関係の推移 

◆加点要素の合計点２５点→２５点満点◆ 

◎日明関係の開始 

a 足利義満による ………２点以内 

b 祖阿と肥富が派遣されたことによる ………２点以内 

◎日明貿易 

c 勘合がもちいられた ………２点以内 

d <明への>朝貢の形式がとられた ………２点以内 

e 足利義持によって中断された ………２点以内 

f 足利義教によって再開された ………２点以内 

※e 以前のこととした場合は加点対象外とする 

g 堺の商人と結ぶ細川氏と博多の商人と結ぶ大内氏に実権が移った ………３点以内 

※e・f 以前のこととした場合は加点対象外とする 

h 寧波の乱ののち大内氏が独占した ………３点以内 

※e・f・g 以前のこととした場合は加点対象外とする 

◎日明関係の途絶 

i 大内義隆が陶晴賢に打倒されたことによる ………２点以内 

◎画僧 

j 雪舟 ………２点以内 

k 明で作画技術を学んで山口で水墨画を描いた ………３点以内 
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(Ⅲ) 江戸時代の朝幕関係  

◆加点要素の合計点２５点→２５点満点◆ 

◎５代将軍のもとでの措置 

a 徳川綱吉による ………２点以内 

b 大嘗会や賀茂葵祭といった朝廷の儀式が再興された ………３点以内 

c 禁裏御料を増加した ………１点以内 

◎正徳の政治のもとでの措置 

d 新井白石による ………２点以内 

e 閑院宮家が創設された ………１点以内 

f 徳川家継と皇女の婚約がまとめられた ………２点以内 

◎18世紀後半の「事件」 

g 尊号一件 ………１点以内 

◎18世紀後半の「事件」における幕府の対応 

h 寛政の改革のもとで対応した ………１点以内 

i 松平定信による ………２点以内 

j 光格天皇の父である閑院宮典仁親王に尊号を贈ることを認めなかった ………３点以内 

◎「大老が殺害された事件」 

k 桜田門外の変 ………１点以内 

l 井伊直弼が殺害された ………１点以内 

◎朝廷の権威を利用する政策 

m 安藤信正による ………２点以内 

n 公武合体を推進した ………１点以内 

o 和宮の徳川家茂への降嫁を実現した ………２点以内 

 

(Ⅳ) 占領下の経済政策とインフレ  

◆加点要素の合計点２５点→２５点満点◆  

◎1946年 2月に出された法令にもとづく政策 

a 金融緊急措置令 ………３点以内 

b 預金の封鎖がなされた ………１点以内 

c 旧円の流通が禁止された ………１点以内 

d 新円の引出しが制限された ………１点以内 

e 貨幣流通量の縮減によるインフレの抑制を目的としたが効果は一時的だった ………１点以内 

◎1946年 12月に採用された政策 

f 傾斜生産方式 ………３点以内 

g 資材と資金を石炭や鉄鋼といった産業に集中するものだった ………３点以内 

h 復興金融金庫が活用された ………３点以内 

i <政府金融機関からの>資金供給がインフレを助長した ………１点以内 

◎1949年にとられた政策 

j 経済安定九原則にもとづいた ………３点以内 

k ドッジ=ライン ………３点以内 

l 超均衡予算の編成がインフレを収束させた ………２点以内 


